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１．大阪府の現状
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＜ポイント＞

○ 大阪府においては、今後、７５歳以上高齢者や認知症の高齢者が急増する都市型高齢化の進展が見込ま
れる。つまり、医療・介護需要も急増していく見込み。
・2025年の75歳以上高齢者は、2015年の1.44倍になるという推計あり

○ 一方で、人口減少（特に生産年齢人口の減少）に伴う労働力人口の減少により、増大する地域ニーズを支
える担い手が不足することが予想される。
・2025年には、大阪府で介護人材が3.4万人不足する見込み。

○ 第１号被保険者一人当たりの介護給付月額（年齢調整後）は全国で３番目に高い。
・平成27年度は22,599円（全国平均20,013円）。

○ 大阪府は、要介護認定率が全国で最も高い。特に要介護２以下の比較的軽度の方の認定率が高いことが
特徴。府内市町村間でもバラツキがある。
・平成28年度の要介護認定率22.4％（全国平均18.0％）
・うち要支援1･2及び要介護1･2の認定率合計は15.2％（全国平均11.8％）

○ 要介護認定率が高い理由としては、
・ 単身世帯率の高さ、市町村民税非課税世帯割合の高さ、健康意識の低さなど住民側（需要側）の要因
・ 介護事業者の多さやアクセスのしやすさなど事業者側（供給側）の要因

が考えられる。また、保険者が介護予防等にどれだけ積極的に取り組んでいるかにも左右されると考えられ
る。



① 大阪府において

地域包括ケアが求められる背景



3出典：総務省統計局「平成27年国勢調査」（2015年まで）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」（2020年以降）より、
大阪府介護支援課にて作成
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○ 急速な少子高齢化に伴い、高齢化率が2015年の25.8％から2045年には36.2％にまで上昇見込み。
○ 総人口に占める85歳以上の高齢者の割合も、2015年の3.0％から2035年には8.6％に急上昇する見込み。
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後期高齢者（75歳以上人口）の今後の状況 ～ 都市部では今後、高齢化が急速に進行する ～
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全国

2015年
75歳以上人口 77.3万人 70.7万人 99.3万人 80.8万人 105.0万人 146.9万人 26.5万人 18.9万人 19.0万人 1,632.2万人

〃 割合 10.6% 11.4% 10.9% 10.8% 11.9% 10.9% 16.1% 18.4% 16.9% 12.8% 

2025年
75歳以上人口 120.9万人 107.2万人 146.7万人 116.9万人 150.7万人 194.6万人 29.5万人 20.9万人 21.0万人 2,180.0万人

〃 割合 16.8% 17.5% 16.2% 15.7% 17.7% 14.1% 19.5% 23.6% 20.6% 17.8% 

2015→25年
75歳以上人口の倍率 1.56倍 1.52倍 1.48倍 1.45倍 1.44倍 1.32倍 1.11倍 1.11倍 1.10倍 1.34倍

○ 2025年における75歳以上の高齢者人口は、150.7万人になる見込み。これは、2015年比で1.44倍の水準であ
り、全国5番目の倍率となっている。

出典：総務省統計局「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」より、大阪府介護支援課にて作成
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（データ出所）
国立社会保障・人口問題研究所：世帯主の男女・年齢5歳階級別・家族類型別世帯数--『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』（2014年4月推計）
総務省統計局「国勢調査」

○ 人口減少に伴い、今後、単身高齢者の割合がさらに上昇する見込み。
○ 大阪府は、65歳以上と75歳以上の両方とも、全国を上回る高水準で推移。
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2015年 2020年 2025年 2030年 2040年

認知症
有病率

15.7% 17.2% 19.0% 20.8% 21.4%

認知症
有病者数

517万人 602万人 675万人 744万人 802万人

（参考）「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に
関する研究」 （平成26年度厚生労働科学研究費補助金
特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

数学モデルにより算出された２０１２年の
性・年齢階級別認知症有病率（％）

年齢階級 男性 女性

６５－６９歳 1.94%（1.44%-2.61%） 2.42%（1.81%-3.25%）

７０－７４歳 4.30%（3.31%-5.59%） 5.38%（4.18%-6.93%）

７５－７９歳 9.55%（7.53%-12.12%） 11.95%（9.57%-14.91%）

８０－８４歳 21.21%（16.86%-26.68%） 26.52%（21.57%-32.61%）

８５歳以上 47.09%（37.09%-59.77%） 58.88%（47.6%9-72.69%）

【全国】認知症の人の将来推計

【大阪府】認知症の人の将来推計

※ 大阪府の推計は、上記有病率に、国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25（2013）年3月推計」による大阪府の男女別・年齢
階級別人口の将来推計をかけて算出。
※ なお、上記研究事業によると、認知症リスクを高める危険因子として、「年齢（１歳上昇毎）、女性（対男性）、高血圧の頻度（5%上昇毎）、糖尿病の頻度（5%
上昇毎）、肥満の頻度（5%上昇毎）、現在・過去喫煙者の頻度（5%上昇毎）」が挙げられている。

○ 性・年齢階級別認知症有病率を用いて、大阪府内の認知症有病者数の将来推計を行った場合、33.2万人
（2015年推計）から、20年間で56.2万人（2035年推計）に増加すると見込まれる。

高齢者の約
７人に１人

高齢者の約
５人に１人
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【2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（大阪府）】
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※集計方法の変更等があるため、単純な比較はできないことに注意されたい

見込→

○ ２０１５年度の介護人材供給実績をベースとした場合、大阪府における需給ギャップは、２０２０
年に約１．１万人不足、２０２５年に約３．４万人不足にまで拡大する見込み。

○ 大阪府の介護需要のピークは２０３５年、２０４０年頃であることを踏まえれば、より一層の人材
確保対策が不可欠。



出所）国立社会保障人口問題研究所

増大する地域のニーズに応
える方法

人口減少社会 担い手の不足

2015年の人口を100とした場合の推計値（大阪府）

① 活動的生活の継続に

よる介護予防の強化

③ 専門職以外の生活支援
の担い手の確保

85歳以上

15～64歳

② 高度な介護ニーズに

対応する人材の確保

8

100.0 

69.9 

72.1 

105.3 
104.7 105.4 108.6 

114.4 114.6 

90.3 

122.4 

143.6 145.1 
137.6 136.5 

144.0 
136.9 

174.3 

213.4 

253.1 

243.5 

221.7 

50

100

150

200

250

300

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

0～14歳

15～64歳

65歳以上

65～74歳

75歳以上

85歳以上



・85歳以上人口が急増。また、独居高齢者や認知症高齢者が増加。

・介護サービス受給者は増える一方で、労働力人口（支える側）は減少

→介護予防、元気高齢者の社会参加、マネジメント力強化が推進される。

・85歳以上高齢者は半数が介護サービスを利用。加えて、医療や生活支援に
対するニーズも、医療リスクも高い→包括的なサービス提供が必要となる。

・85歳以上高齢者の場合、健康面、心身機能面、IADL／ADL面など、
多領域に生活課題を有している場合も多い。また、1課題(例：誤嚥性肺炎
の再発予防）に対しても多職種の関与が必要→多職種協働が必然となる。

地域内の様々な資源(医療・介護サービス、近隣の助け合い等)を総動員して、

必要な方に必要な支援が、地域特性に応じて提供される仕組み作りが必要。

→①サービスの量的・質的確保、②ケアマネジメント、③市町村の役割が重要に。

地域包括ケアが求められる背景
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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高齢者
地域包括ケアシステム

［地域医療介護確保法第２条］

【高齢者を対象にした相談機関】

地域包括支援センター

子ども・子育て家
庭

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】

地域子育て支援拠点
子育て世代包括支援センター

等

課題の複合化

制度の狭間

・高齢の親と無職独身の５０代の子が同居（８０５０）
・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア） 等
⇒各分野の関係機関の連携が必要

・いわゆる「ごみ屋敷」
・障害の疑いがあるが手帳申請を拒否 等

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

生活困窮
者支援

「必要な支援を包括的に
確保する」という理念を普
遍化

「必要な支援を包括
的に確保する」という
理念を普遍化

○既存の制度による解決が困難な課題

障害者
地域移行、地域生活支援

【障害者を対象にした相談機関】

基幹相談支援センター 等

共生型
サービス
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② 大阪府の介護を取り巻く状況



３，１３４円
（２，９１１円）

○ 65歳以上が支払う保険料 〔 大阪府平均 ( 月額・加重平均 )（下は全国平均） 〕

３，３９４円
（３，２９３円）

４，６７５円
（４，０９０円）

４，５８８円
（４，１６０円）

５，３０３円
（４，９７２円）

６，０２５円
（５，５１４円）

第1期
（H12～14年度）
（2000~2002）

第6期
（H27～29年度）
（2015~2017）

第5期
（H24～26年度）
（2012~2014）

第4期
（H21～23年度）
（2009~2011）

第3期
（H18～20年度）
（2006~2008）

第2期
（H15～17年度）
（2003~2005）

【百万円】

○ 大阪府の介護総費用の推移 ⇒ ６，９５８億円に増加

第7期（H30～32年度） 大阪府内(第6期)

最高額 → 大阪市 7,927(6,758円)

最低額 → 高槻市 5,083(4,833円)

第７期（H30～32年度） 全国 （第6期）
最高額 → 沖縄県 6,854 (6,267円)

最低額 → 埼玉県 5,058 (4,835円)
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データ出所：平成30年5月21日厚生労働省報道発表資料（「第７期計画期間における介護保険の第１号保険料及びサービス見込み量等について」）

データ出所：介護保険事業状況報告



2000年4月末 2017年4月末 増加率

第１号被保険者数
国 2,165.5万人 ⇒ 3,445.6万人 1.59倍

大阪府 128.8万人 ⇒ 233.2万人 1.81倍

2000年4月末 2017年4月末 増加率

認定者数
国 218.2万人 ⇒ 633.1万人 2.90倍

大阪府 12.1万人 ⇒ 49.4万人 4.09倍

2000年4月 2017年4月 増加率
在宅サービス
利用者数

国 97.1万人 ⇒ 380.6万人 3.92倍
大阪府 4.6万人 ⇒ 30.6万人 6.63倍

施設サービス
利用者数

国 51.8万人 ⇒ 92.6万人 1.79倍
大阪府 2.3万人 ⇒ 5.1万人 2.22倍

地域密着型サービス
利用者数

国 ― 80.9万人 ―
大阪府 ― 5.4万人 ―

計
国 149.0万人 554.1万人 3.72倍

大阪府 6.9万人 ⇒ 41.1万人 5.94倍

①65歳以上被保険者

②要介護（要支援）認定者の増加

③サービス利用者の増加

大阪府における介護サービスの利用状況
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都道府県
居宅 入居 施設

第１号被保険者１人当たり介護給付費の地域差（年齢調整後）（平成２７年度）

○ 大阪府の被保険者１人当たり介護給付費（月額）は全国で３番目。居宅サービスの利用が多い。

14,833
12,717
13,785

13,092
11,056

10,345
11,204
10,780
11,089

10,413
10,979
11,179
11,344

10,663
11,227

10,332
10,335
10,802
10,481
11,002
10,851

10,216
10,150
11,033
10,981
11,460

10,457
10,744
10,817
11,024

10,373
10,444
10,939

10,152
9,260
10,145
9,984
9,690
9,338

8,587
9,860
9,737
10,734
9,858

8,350
8,720
9,591
10,582

1,493
3,061

2,306
1,799

2,235
2,567

3,338
1,456

2,190
3,130
2,000
1,711
1,724

1,491
2,462

1,543
2,489

3,069
2,784
2,111
1,954

1,576
3,169
2,081
2,376
1,604

2,067
1,603
2,180
2,260
3,100

1,927
1,650

1,804
2,724
2,106

1,673
2,019
2,409
3,316

2,269
1,945
1,060

1,820
2,676
1,790

1,534
2,337

7,182
7,590
6,508

7,309
8,323
8,701

6,913
9,061
7,871
7,528

7,974
8,004
7,772

8,626
6,962

8,772
7,630
6,571

7,161
7,148
7,284

8,269
6,642
6,787
6,488
6,668
7,207
7,368
6,711
6,333
6,108

7,107
6,782

7,407
7,348
7,080

7,631
7,369
7,254
7,062
6,652
7,065
6,920
6,952

7,550
7,702
7,072

7,093

0 20,013

沖縄県
青森県
大阪府

和歌山県
徳島県
石川県
愛媛県
富山県
秋田県
岡山県
鳥取県
京都府
三重県
福井県
広島県
新潟県
島根県
長崎県
福岡県
香川県
群馬県
岩手県

神奈川県
兵庫県
佐賀県
滋賀県
岐阜県
熊本県
愛知県
宮崎県
東京都
宮城県
大分県
福島県

鹿児島県
奈良県
山形県
静岡県
埼玉県
北海道
千葉県
山口県
山梨県
長野県
高知県
茨城県
栃木県
全国 20,013円（全国）

22,599円（大阪）

23,508円（沖縄）

18,195円（栃木）

15,158
16,082

14,867
14,491
14,252
14,857

13,353
14,227

13,368
12,916
12,450
12,956

16,029
12,344

13,888
12,803
13,625
14,117

11,553
14,287
14,105

13,148
12,260

10,587
12,285
13,054
13,351

12,651
13,029

16,057
10,522
11,591

9,798
11,354
11,870

9,560
11,226
10,791

12,139
9,267
9,738
10,582

13,785

2,533
2,106

2,299
2,340

2,105
2,175

2,348
1,495
2,792

1,440
2,792
2,726

1,208
1,703

1,576
2,927
2,294
2,430

2,442
1,335
2,134

2,954
2,545

1,277
1,411

1,669
1,698

967
1,785

907
3,127
2,119

1,201
2,776
2,044

923
2,697

1,842
830

1,730
2,354

2,337
2,306

6,768
6,064

6,789
6,491
6,935
6,171

7,463
7,438
6,710

8,472
7,572
7,054

5,326
8,298

6,845
6,460
6,255
5,604

8,111
6,369
5,474
5,544

6,694
9,334

7,474
6,438
6,037

7,295
6,060

3,817
6,652
6,529

9,087
5,867
5,870

9,129
5,597

6,228
5,816

6,594
5,486

7,093
6,508

0 20,013

大阪市
泉佐野市

くすのき広域連合
八尾市

東大阪市
堺市

田尻町
熊取町

羽曳野市
太子町
柏原市

寝屋川市
岸和田市
松原市

富田林市
枚方市
泉南市

藤井寺市
大東市
貝塚市
高石市
豊中市

大阪狭山市
河南町
摂津市
阪南市
岬町

和泉市
河内長野市

忠岡町
交野市
吹田市

千早赤阪村
池田市
茨木市
能勢町
箕面市
島本町

泉大津市
豊能町
高槻市
全国

大阪府 22,599円(大阪府)

17,578円(高槻)

20,013円(全国)

24,458円
(大阪市)

居宅 入居 施設

府内保険者

【出典等】厚生労働省「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

居宅 入居 施設 合計
単純平均 10,662  2,163 7,328 20,154
標準偏差 1,177 564.1  662.5 1,245 
変動係数 11.0% 26.1% 9.0% 6.2%

居宅 入居 施設 合計
単純平均 10,663 2,163 7,328 20,154 
標準偏差 1,178 564 663 1,245 
変動係数 11.0% 26.1% 9.0% 6.2%

22,599
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22.4

【出典等】厚生労働省「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

都道府県 府内保険者
（要介護２以下） （要介護３以上）

認定率の地域差（年齢調整後）（平成２８年度）

○ 大阪府の要介護認定率は、全国４３位。しかし、「年齢調整後」の要介護認定率は全国で最も高い。特に要介護２以下の認定
が多い。

単純平均 11.3％
標準偏差 1.4％
変動係数 12.5％

単純平均 6.2％
標準偏差 0.5％
変動係数 8.0％

15.2
14

13.1
13.2
13.6
13.4

12.8
12.6
13

12.8
12

11.8
12.1
11.6
12

10.7
10.8
11.5
11.8

9.9
12

11.5
11.5

10.8
11.4

10.7
11.2
11.5

10.6
11.8

10.8
10.9
10.8
10.6
10.4
10.1
10.1
10.1
10
10.5
9.9
9.9
9.5
9.5
10.2
9.5

7.7
11.8

7.2
6.9

6.8
6.1
5.7
5.9

6.4
6.5
5.9
6

6.6
6.5
6.2

6.4
6

7.2
7
6.4
6

7.9
5.7

5.9
6

6.5
6

6.6
6.1
5.8

6.6
5.2

6.2
6.1
6.2
6.4
6.4
6.5
6.3
6.3
6.1
5.5

5.9
5.8
6.2
6
5.4

5.6
6.4

6.3

0 18

大阪府
和歌山県
京都府
兵庫県
北海道
長崎県
岡山県
愛媛県
福岡県
広島県
東京都
徳島県
奈良県
三重県
熊本県
青森県
秋田県

神奈川県
香川県
沖縄県
山口県
島根県
宮城県
岩手県
滋賀県
福島県
石川県
愛知県
富山県
佐賀県

鹿児島県
埼玉県
千葉県
鳥取県
群馬県
新潟県
高知県
福井県
岐阜県
大分県
栃木県
宮崎県
山形県
茨城県
静岡県
長野県
山梨県
全国

（要介護２以下） （要介護３以上）

単純平均 13.9% 単純平均 6.8% 
標準偏差 1.8% 標準偏差 0.8% 
変動係数 13.0% 変動係数 11.0%

16.7 
16.6 
17.4 

16.1 
15.3 
15.6 
15.9 

15.0 
15.1 
15.1 
14.6 
15.3 
15.2 

14.4 
14.4 
15.3 

14.7 
14.4 
14.2 
15.0 

13.8 
13.4 
13.8 
13.9 
14.2 

13.6 
12.8 
13.1 

11.9 
13.3 
12.9 
13.1 

12.3 
12.1 
12.8 

12.2 
13.4 

11.8 
9.6 
9.6 
9.7 

11.8 
15.2 

8.0 
7.6 
6.5 

7.4 
8.1 
7.6 
7.0 

7.7 
7.5 
7.4 
7.9 
7.3 

6.8 
7.7 
7.3 
6.2 

6.8 
6.9 
6.9 
6.2 

7.4 
7.4 
6.9 
6.6 
6.2 

6.8 
7.3 
6.3 

7.3 
6.0 

6.2 
5.9 

6.8 
6.5 
5.5 

6.1 
4.6 

6.3 
7.4 

5.9 
6.0 

6.3 
7.2 

0 18

大阪市
堺市
岬町

泉佐野市
くすのき広域連合

東大阪市
河内長野市

柏原市
八尾市

岸和田市
貝塚市
泉南市
豊中市

富田林市
田尻町
高石市

藤井寺市
忠岡町
枚方市
阪南市

羽曳野市
熊取町

大阪狭山市
松原市
吹田市
摂津市

寝屋川市
茨木市
大東市
島本町
池田市
交野市
和泉市
能勢町
豊能町

泉大津市
高槻市
河南町
太子町
箕面市

千早赤阪村
全国

大阪府18.0(全国)

13.7(山梨)

22.4(大阪)
24.7(大阪市)

22.4(大阪府)
18.0(全国)

15.5(千早赤阪)
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17

大阪府の特徴を簡単にまとめると

〇要介護認定率が高い。
・ ※平成28年度の要介護認定率22.4％ （全国平均18.0％）

〇特に要介護度２以下の比較的軽度の方の認定率が高い。
※要支援1･2及び要介護1･2の認定率合計は15.2％ （全国平均11.8％）

〇第１号被保険者一人当たりの介護給付月額が高い。
・ ※平成27年度は22,599円 （全国平均20,013円）

〇特に居宅サービスが高い。
※平成27年度は13,785円 （全国平均10,582円）



○ 大阪府の要介護認定率、介護費が高くなっている原因を明らかにし、その対応策を検討するため、平成２８年
７月、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会の下に、『専門部会』を設置。平成２８年１２月にとりまとめ。
（とりまとめ結果は、平成２９年度策定の「第７期大阪府高齢者計画」にも適宜反映。）

氏名 職名 備考

川井 太加子 桃山学院大学 社会学部教授 計推審委員

黒田 研二 関西大学 人間健康学部教授 計推審委員

佐野 洋史 滋賀大学 経済学部准教授

筒井 孝子 兵庫県立大学 大学院経営研究科教授

秦 康宏 大阪人間科学大学 人間科学部准教授 計推審委員

オブザーバー

近藤 克則 千葉大学予防医学センター 社会予防医学研究部教授

副座長

座長

【平成28年度】大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会「専門部会」

第5期高齢者計画
2012（H24）

～2014

2025（H37)

第９期計画
2024

～2026

第８期計画
2021

～2023

2015（H27)

第７期計画
2018（H30)

～2020

第６期計画
2015（H27）
~2017

（参考）医療計画のスケジュール

次期医療計画
2018（H30) ～2023

現行の医療計画
2013～2017

地域医療ビジョン（2025年まで）

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に

2018（H30)

6年に1度の診療報酬・
介護報酬の同時改定

大阪市、堺市、池田市、八
尾市、寝屋川市、
河内長野市、箕面市、
羽曳野市、泉南市、
岬町、太子町
府国保連もオブザーバーと
して参加。

2017
(H29)

第
７
期
計
画
策
定
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①介護サービス利用者一人あたりの利用額⇒ 全国平均よりも低い。

○ 被保険者一人当たり介護費が高い３つの可能性は・・・・
① 介護サービス利用者一人当たりの利用額（単価）が高い？
② 要介護認定者の中で、介護サービスを利用している方の割合が高い？
③ 要介護認定者自体が多いこと（認定率が高いこと）が影響？

②介護サービス利用率（受給者／認定者） ⇒ 全国平均よりも低い。

③要介護認定率 ⇒ 男女ともに全年齢階級で全国一高い。

男性の年齢階級別利用率（2014年） 女性の年齢階級別利用率（2014年）
合計 65-69 70-74 75-79 80-84 85歳以上 合計 65-69 70-74 75-79 80-84 85歳以上

全国計 79.7% 79.4% 78.1% 77.2% 77.6% 83.0% 83.9% 74.6% 73.8% 75.7% 80.4% 89.2%

大阪府 77.4% 79.2% 76.4% 74.8% 74.9% 81.6% 80.5% 73.2% 71.5% 72.6% 78.2% 87.9%

全国 要支援１人当たり 41,014円 要介護1人当たり 191,302円
大阪府 要支援１人当たり 39,260円 要介護1人当たり 188,588円

全国平均との
差の約６割
は、「要支援
１・２」（軽度
者）

⇒これが原因！

3.3 
5.9 

11.4 

22.7 

47.4 

4.5 
7.7 

15.3 

29.9 

55.4 

0

10

20
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40

50

60

65～69 70～74 75～79 80～84 85歳以上

全国

大阪府

2.7 
6.1 

14.9 

33.2 

66.6 

3.9 

8.7 

21.2 

43.7 

73.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

65～69 70～74 75～79 80～84 85歳以上

（2015年）％ ％

※ H28年12月「大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会報告書」より
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要介護認定率が高い自治体の特徴は？

１．需要側（住民側）の特徴

・単身世帯率が高い

・健康寿命、住民の健康意識（健診受診率が低い）

・所得階級（市町村民税非課税世帯割合が高い）

・「使わな損」の住民意識の有無、地域コミュニティの強さ

２．供給側（事業者側）の特徴

・事業者へのアクセスの容易さ

・事業所数が多い

・サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等の有無

・悪質事業者の有無、貧困ビジネスの可能性

３．保険者の取組の特徴

・一般介護予防の取組状況（体操の集いや、つどいの広場の取組状況など）

・自立支援型のケア会議の開催状況

・地域包括支援センターの職員数などの体制整備

・総合事業（住民主体型サービス、短期集中Ｃ型）の取組状況

・ケアプラン点検など、給付適正化に向けた取組状況

・認定適正化に向けた取組の有無
20



11.5%

14.6%

11.9%

17.9%

19.8%

23.1%

30.8%

5.6%

3.8%

24.8%

22.8%

30.3%

25.4%

20.4%

49.8%

47.4%

35.7%

31.1%

28.1%

25.1%

18.0%

33.1%

34.3%

27.7%

28.1%

21.9%

26.4%

30.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

脳血管疾患（脳卒中） 認知症 関節疾患・骨折・転倒・高齢による衰弱 その他

○大阪府で多い「要支援１，２」の主な原因は、関節疾患、骨折・転倒、高齢による衰弱。介護予防の取組により、
ある程度は重度化の未然防止が期待できる。

○「要介護４，５」といった重度者の原因は、脳血管疾患（脳卒中）が最多で、次いで認知症。若い頃からの
生活習慣病対策は、介護予防の観点からも重要。

関節疾患、骨折・転倒、高齢による衰弱

（出典）厚生労働省「平成２８年 国民生活基礎調査」 21

要介護認定率 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計認定率

全国 2.6 2.5 3.６ 3.1 2.４ 2.２ 1.７ 17.9
大阪府（年齢調整後） 4.４ 3.３ 3.6 3.9 2.7 2.５ 2.０ 22.4
全国平均との差 1.８ 0.８ 0 0.8 0.３ 0.３ 0.3 4.４

※ 要支援１、２だけで、全国平均を2.6％上回っており、全体4.4%のずれのうちの、約６割（59.1%）を占める。

【要介護度別認定率の比較（平成28年度 年齢調整後）】

【要介護状態に至った理由】



２．大阪府における対応策
（介護予防、自立支援・重度化防止を中心に）

22

＜ポイント＞

○ 平成29年介護保険法改正法や本年3月に策定した「大阪府高齢者計画２０１８」（第7期計

画）等に基づき、大阪府としては、平成30年度から平成32年度の3年間をかけて、「自立支援、

介護予防・重度化防止」等に引き続き取り組んでいく。

○ 具体的には、

① 介護予防ケアマネジメントの推進（自立支援型ケア会議の推進など）

② 総合事業の着実な実施（サービスの充実と高齢者の社会参加の推進）

③ 在宅医療・介護連携の推進

④ 認知症施策の推進

⑤ 介護人材の確保

等に取り組む。

本日はこの２つ
についてお話し
します。



① 介護予防ケアマネジメントの推進

（自立支援型ケア会議の推進など）



介護予防ケアマネジメントの推進

①高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（健康の保持増進） こと

②要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする（維持、改善

を図る、重症化予防、緩やかな進行）こと

24

その人の生活・人生を尊重し、できる限り自立した生活をおくれる
ように支援すること

すなわち「自立支援」（＝介護保険の基本理念）

（出典）和光市中央地域包括支援センター 研修会資料を大阪府において一部改変

【大阪府の課題】
①フレイル状態の高齢者が多く存在
②在宅サービス（生活援助サービス）を多用しやすい環境（事業者は過当競争気味）
③一方で、多職種連携が進まない
⇒ 医療を含め、地域資源は比較的多く存在しているもののマネジメントに課題
（介護予防マネジメントを推進していく必要性）
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多職種等により介護予防・自立支援に向けたケアプランの見直し等を議論する「地域ケア会議の実践」等を府内市町村で推進するため、29年度に国
が策定した「介護予防活動普及展開事業の手引き」の普及促進や、国が主催するアドバイザー養成研修の修了者を、モデル市町で実施する地域ケア
会議へアドバイザーを派遣するなど、地域ケア会議の機能強化を通じて自立支援型ケアマネジメントの普及促進を図る。

介護予防活動普及展開事業（厚生労働省モデル事業）【大阪府】

H28年度 H29年度 H30年度

支援

国

支援

府

市
町
村

◆横展開のための

研修会開催及び

アドバイザー派遣
◆通所型サービスC
ガイドライン作成
(新)

国において検討会議を開催し、国策定の手引き及び研修カリキュラ
ムの作成（H28・29）

都道府県等の取組を円滑に進められるように、モデル市町村の立ち上
げや広域支援体制構築に関する技術的な支援

市町村職員向け研修、都道府県職員向け研修、アドバイザー養成研修
の開催

◆地域ケア会議
の開催
５市町・堺市

・吹田市
・羽曳野市
・泉南市
・能勢町

◆自立支援型ケアマ
ネジメントを実施するた

めに不可欠な、専門
職の育成（PT、
OT、ST等）

◆地域ケア会議の機

能強化のための国策
定の手引き研修等
の開催及びアドバイ
ザー養成(H29,30年度
各10名計20名）

職能団体（PT・OT・ST）

助
言
者
派
遣
依
頼

地域ケア会議の開催

連携

日常生活の活動を高め、社会活動につなげる

連
携

助言者・アドバイザー派遣

介護サービス
事業所

市町村 大阪府

・アドバイザー
派遣依頼
・介護予防リー
ダー養成事業

国研修へ
参加

国

医療機関

◆新たに5保険者
（岸和田市、豊中市、
泉大津市、阪南市、くす

のき広域連合）を選定
し、モデル市を参考に

した地域ケア会議
の横展開を推進

・アドバイ
ザー
研修へ
参加

司会者養成
研修へ参加

機能強化
研修の開催

通所型サービスＣ
・運動器向上プログラム

・ADL/IADL動作練習プログラム等

【3～6か月程度の短期集中】

◆地域ケア会議
の開催
３市・堺市

・羽曳野市
・泉南市

市町村

自立支援を念頭においた地域の受け皿づくり

研修会の開催
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本人の「したい・できるようになりたい」

を大切にした自立支援型の

介護予防ケアマネジメント

地域の通いの場 趣味、スポーツ

社会参加のための場所

通所型Ｃ

＜3-6カ月程度の短期集中＞

訪問によるアセスメント

通所サービス

・運動器向上プログラム
ADL/IADL動作練習プログラム 等

介護予防ケアマネジメント

訪問型Ｃ
・閉じこもりやうつ、認知機能
低下者への訪問によるアプローチ

組み

合わせ地域ケア会議

自立支援型の地域ケア会議の実践

要支援・要介護者を元気に！

17.3

19.2
19.6

18.0 

20.5 

18.6 

15

16

17

18

19

20

21

全国 大阪府 大分県

平成23年

平成27年

％
要介護認定率の推移

ケアプラン作成者・事業所 等

地域包括支援センター

保健所

市（保険者）
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士など

住民運営の通いの場の充実 高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進

ボランティア、仕事等

リハ職等を活用し、
介護予防の機能強化
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（３）介護予防普及展開研修会【対 全市町村】
開催日等：平成29年7月21日 （＠国民会館） 対象者：府内全市町村 高齢者施策担当課長 等
内容：「和光市における地域包括ケアシステムの実践」 マクロの計画策定とミクロのケアマネジメント支援
講師：埼玉県和光市保健福祉部長・子どもあんしん部審議監 東内京一 氏

（２）介護予防・自立支援にかかる市町村トップセミナー【対 全市町村】
開催日等：平成29年8月10日（＠シティープラザおおさか） 対象者：府内全市町村副市町村長及び高齢者施策主管部長
内容：①地域包括ケアシステムの強化に向けての国の取組について

講 師：厚生労働省老健局介護保険計画課長 橋本敬史氏
②市町村の特性をふまえた地域包括ケアシステムの深化・介護予防の重要性について

講 師：埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科教授 川越雅弘氏（厚生労働省介護予防活動普及展開事業検討会議委員長）

（１）市町村向け研修会【対 モデル市町】
開催日等：４月～９月にかけて全１４回
対象者：モデル５市町（堺市、羽曳野市、泉南市、吹田市、能勢町）担当者、地域包括支援センター職員、専門職、事業者向け

内容：模擬ケア会議、ＡＤＬ、ＩＡＤＬの評価等について 講師：（株）ライフリー代表取締役 佐藤孝臣氏 ほか

自立支援型ケア会議の普及等に向けた研修会の実施（平成２９年度）
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（４）介護予防活動普及展開事業にかかるガイドライン研修【対 全市町村】 講師(株)ライフリー佐藤孝臣氏ほか

①介護支援専門員対象（平成29年8月28日） ②介護サービス事業所管理者対象（平成29年8月29日）

（５）介護予防活動普及展開事業全体研修会【対 モデル市町】 開催日等：平成30年2月21日（＠大阪国際がんセンター）

対象者：平成29・30年度モデル市・広域連合高齢者施策担当課職員、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、事業所
内容：「生活機能評価表」を用いた介護予防にかかるケアプラン作成の実際
講師：埼玉県和光市地域包括支援センター長 ３名

（６）介護予防活動普及展開事業全体研修会【対 全市町村】 開催日等：平成30年3月13日（＠大阪国際がんセンター）
対象者：府内全市町村高齢者施策担当課職員、地域包括支援センター、介護支援専門員、事業所、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士・管理栄養士、歯科衛生士
内容：講演「自立支援・介護予防の観点から実施する地域ケア会議について」及び平成29年度事業報告会
講師：①厚生労働省老健局総務課 課長補佐 石井義恭氏 ②（株）ライフリー代表取締役 佐藤孝臣氏



○できること、成果が上がりやすい

ことからはじめ、関係者の理解を

得ながら、物事を進めていく。

堺市 吹田市 羽曳野市 泉南市 能勢町

人口 839,623人 354,302人 115,083人 63,420人 10,493人
地域包括支援セン
ターの数
（直営、委託）

委託 ２８箇所 直営 ５箇所
委託１０箇所

直営１ヶ所
ブランチ７箇所

委託 ２箇所 直営 １箇所

自立支援型ケア
会議の導入時期

Ｈ２９．７ Ｈ２９．７ Ｈ２８．１０ Ｈ２９．６ Ｈ２９．９

開催頻度
（予定を含む。）

月６回 月２回 週１回 月２回 ２か月に１回

ケア会議の対象者 要支援１（新規認定） 要支援１、２及び事業
対象者（新規認定）

要支援１，２及び事業
対象者の総合事業
サービスを利用する
人（新規認定）

要支援１、２及び事業
対象者（新規認定）

要支援１、２及び事業
対象者（新規・継続）

アセスメント様式 課題整理総括表（歯と
栄養の様式も有り）

和光市
（生活機能評価表）

松戸市 課題整理総括表 和光市
（生活機能評価表）
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介護予防普及展開事業モデル市町における自立支援型ケア会議の実施状況（平成29年度）

○大都市圏ならではの難しさ

・人口が多く、要支援者数が多い（特に政令市）

・地域包括支援センターのうち、委託包括が多い。

・事業者数が多く、競争が激しい。

※ 大阪府福祉部高齢介護室調べ



豊中市 岸和田市 泉大津市 阪南市 くすのき広域連合

人口 405,456人 196,141人 75,047人 54,946人 322,677人
地域包括支援セン
ターの数
（直営、委託）

委託 ７箇所 委託 ６箇所 委託 １箇所 委託 ２箇所 委託 １４箇所

自立支援型ケア
会議の導入時期 Ｈ３０．８ Ｈ３０．８ Ｈ３０．４ Ｈ３０．７ Ｈ３０．９

開催頻度
（予定を含む。） 月２回 月２回 月１回 月１回

月３回

（※守口・門真・四條
畷支所で各１回）

ケア会議の対象者 ①要支援１，２及び事
業対象者から地域包
括支援センターが抽
出

①要支援１，２（新規
申請者）

②整形疾患、廃用性
症候群が主体の人

③訪問介護・通所介
護・福祉用具貸与の
利用者

要支援１，２及び事業
対象者（新規申請）か
ら保険者が抽出

要支援１，２及び事業
対象者

要支援１，２及び事業
対象者（新規申請）か
ら保険者が抽出

アセスメント様式 生活機能評価
（和光市様式）

栄養・口腔ﾁｪｯｸｼｰﾄ

生活機能評価
（和光市様式）

IADLｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄ

生活機能評価
（和光市様式）

課題整理総括表
栄養・口腔ﾁｪｯｸｼｰﾄ

生活機能評価
（和光市様式）

介護予防普及展開事業モデル市町における自立支援型ケア会議の実施状況（平成３０年度）

※ このほか、平成３０年度には、大阪府において、総合事業における短期
集中型サービスＣの標準的ガイドラインを策定予定。

※ 大阪府福祉部高齢介護室調べ
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② 総合事業の着実な実施

（サービスの充実と高齢者の社会参加の推進）



高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供
・地域サロンの開催
・見守り、安否確認、外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

○ 単身世帯等が増加し、生活支援を必要とする軽度の高齢者は増加の一途。
○ 一方で、国は、軽度者に対する財政支出を縮減する方針。今後は、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の
多様な主体によって、生活支援・介護予防サービスが提供されることが求められる。
○ 高齢者が社会参加し、社会的役割を持つことは、高齢者の生きがいだけでなく、「介護予防」にもつながる。

総合事業が目指すもの（生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加）

ボランティアグループ等の地域組織への参加割合が高い地域ほど、認知
症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない。

図表については、厚生労働科学研究班（研究代表者：近藤克則氏）からの提供

趣味関係のグループへの参加割合が高い地域ほど、
うつ得点（低いほど良い）の平均点が低い。
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１．住民主体型サービス創出に向けた直接的支援 市町村・生活支援コーディネーターと連携しつつ、支援を実施

オール大阪で高齢者の生きがいづくりと介護予防への機運を醸成する

「大阪ええまちプロジェクト」について

「住民主体型サービスの創出・展開に向けた検討会」

構成メンバー：府内市町（政令市、先進的取組市町）、府社協、大阪市社協、ボラ協、府老連、
さわやか福祉財団、先進ＮＰＯ等

大阪府

報告評価・助言 委託

介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体型サービスの創出・展開を推
進するため、市町村支援の具体的方策及び本プロジェクトの成果や課題を踏まえ
た今後の方針等の意見交換を行う。

情報共有

住民主体型サービス創出のための
広域的な市町村支援の実施。

また、そのための好事例の抽出及
び府内市町村への情報提供

プロジェクト型支援
ビジネス経験や専門知識を活かした「プロボノ」により、団体の活動
基盤強化につながる具体的な成果物等を提供
（短期）１か月 （長期）３～６か月

個別相談型支援
団体の活動内容や課題に応じ、府内で活躍する先進NPO法人等
が、電話、メール、訪問、来所により、随時に対応する相談支援

情報発信・機運醸成
・特設ウェブサイトによる介護予防や高齢者の社会参加の機運醸成
・プロジェクトの進捗状況を特設WEBサイトで共有するとともに、プロジェクトで作成されたマニュアルの提供や好事例の紹介
・大交流会（年度末）において、行政・地域貢献団体・地域福祉の関係者等を交えた交流機会の提供

・現場視察やワークショップを通じた生活支援コーディネーターの地域を超えた関係づくり
・プロジェクトを通して得た地域貢献団体への支援ノウハウを生活支援コーディネーターへ提供し、各地域の活動を強化
・（要請があれば）住民主体型サービス創出に向けたアドバイス
・イベント情報やWEBサイト上での交流機会の提供

２．住民主体型サービス創出に向けた情報発信・機運醸成 住民主体型サービス創出・展開に向けた機運を醸成

○ 住民主体型サービスの創出・展開に向けた検討会などの議論を踏まえながら、取組みを進めます。

３．生活支援コーディネーターのネットワーク強化 関係者間の連携を深め、支援ノウハウを共有し、地域づくりを推進
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大阪ええまちプロジェクト
～ 住民主体型サービスの創出支援 ～

府内で活動する地域貢献団体

居場所・サロン 家事援助サービス 配食サービス 移動支援サービス 等

ビジネス経験や専門知識を活かしたボランティア活動「プロボ
ノ」により、団体の活動基盤強化につながる具体的な成果物
等を提供
（短期）１か月 （長期）３～６か月
（支援件数）２０件程度

府内で活躍する先進NPO法人等による電話、メール、訪問、来所による
相談支援
【先輩団体】大阪府社会福祉協議会、 大阪ボランティア協会、寝屋川あ
いの会、ニッポン・アクティブライフ・クラブ、フェリスモンテ、

アクティブネットワーク、いきいき会、ほっとらいふ、磯長台の福祉を考え
るつどい

連携・協働

地域づくりに活用

府内市町村【生活支援コーディネーター】

・生活支援コーディネーターの地域を超えた関係づくり
・地域貢献団体への支援による地域活動の強化
・（要請があれば）住民主体型サービス創出のアドバイス
・イベント情報やWEBサイト上での交流機会の提供

○ 「大阪ええまちプロジェクト」は、若手からシニアまでオール大阪で住民主体（支え合い）による地域包括
ケアシステムの構築を目指そうとするプロジェクトです。

○ 地域において「住民主体型サービス」の創出に取り組もうとする地域貢献団体の課題に応じて、
①プロボノ（仕事上で得た知識や経験、技能を、社会貢献のため提供するボランティア）による「プロジェクト型支援」、
②府内で活躍する先進ＮＰＯ法人等（先輩団体）による「個別相談型支援」
をマッチングすることで、運営上の悩みを具体的に解決していきます。

運営上の課題解決ニーズ
・情報発信
・運営改善
・事業戦略 等

実務上の相談ニーズ
・制度の活用
・行政との連携

・先輩の知恵、ノウハウ 等

プロジェクト型支援 「プロボノ」による伴走型支援 個別相談型支援 「先輩団体」による随時対応型支援

大阪ええまち
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団体名 支援内容

山麓和の会（東大阪市） 自宅を開放した地域サロン、活動を気持ちよく続けられるための決ま
りごとを一緒に考えよう。

吹田市民NPO（吹田市） 地域福祉のための集いの場、人が人を呼ぶような運営アイデアを考え
よう。

住まいみまもりたい（大東市） 生活のちょっとした困りごとを解決。「知っときゃ安心」な情報を探
せるサイトを立ち上げよう。

ゆめ伴プロジェクト（門真市） 映像で伝える、「認知症の人や高齢者が輝くまち」では、人はこう変
化する。

【２.中長期プロジェクト（春スタート）】2018年6月〜2018年11月頃

【１.短期プロジェクト プロボノ 1DAY チャレンジ】

団体名 支援内容

ほっと吹田（吹田市） 高齢者になっても安心して暮らすために知っておきたい情報を
届けるウェブサイトを作ろう。

おんがく・さ～くる・コスモス
（吹田市）

音楽を通じた高齢者の繋がりをさらに広げるためのFacebook
ページを立ち上げよう。

カフェたんぽぽ（吹田市） 商店街にあるホッとできる場所。誰もが気軽に立ち寄りたいと
思ってもらえるチラシを作ろう。

まちづくりのシニアコミュニティ
（大阪市都島区）

夢を語る人、それを一緒に叶える人、共感と支援の輪を広げる
ための課題整理

シルバーアドバイザー連絡協議会
（大阪市中央区）

シルバー世代の活躍を地域や企業に還元！サークル活動で培っ
た楽しいプログラムの魅力を伝える営業資料を作ろう

プロジェクト型支援 支援先一覧①(Ｈ30年度）
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団体名 支援内容

生活困りごとサポートこ・こ・わ
（河内長野市）

地域に根ざした取り組みにしていくための告知方法を考えよう

咲っく南花台生活応援プロジェクト
（河内長野市）

住民同士の助け合いで「良い汗かいた！」そう思える人の輪を広げる
ウェブサイトを立ち上げよう。

ふらっと三宝（堺市） 新しさと懐かしさを同時に感じる地域の集いの場、その魅力を伝えるパンフレッ
トをつくろう。

磯長台の福祉を考えるつどい（太子町） これまでの取組みを事業評価し、さらなる未来に推進力を！

子ども福祉委員（阪南市） 中学生が進んで担い手に！まちを元気にする取り組みを広げる
パンフレット制作

波太学習研究会（阪南市） 子どもから高齢者まで集える地域の居場所へ。参加者を広げる施策を考えるため
のニーズ調査

健やかスマイル（富田林市） 健康になることで地域に広がる笑顔の輪。その運営を支えるITツールを整備しよ
う

ここから１００（大阪市） この場を知ってもらうための、次の一手となる告知方法を探るマーケティング基
礎調査

音楽サロン くつろぎ（豊中市） 音楽がつなぐ縁を通して、やりたいことが実現できる居場所を広げるためのパン
フレット制作をしよう。

びーの ×マルシェ（豊中市） 地域のさまざまな人が集うマルシェ。その取り組みを知ってもらう
チラシを作ろう。

いきいき会（高槻市） 検索する人にも一緒に働く人にも、活動内容へ安心と自信を感じてもらえるウェ
ブサイト制作

【3.中長期プロジェクト（秋スタート）】 2018年9月〜2019年2月頃（現在実施中）

プロジェクト型支援 支援先一覧プロジェクト型支援 支援先一覧②(Ｈ30年度）
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参考資料

（大阪府の高齢者施策の基礎資料）



●要介護認定率が、男女とも全年齢階級で全国一高い。
軽度者、特に要支援１、２が特に多い。
⇒その半数は生活不活発化などが要因

●そもそも、健康寿命も短い（男性43位、女性47位）

大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性について

要介護認定率、被保険者一人当たり介護費が全国一高い。

大阪府の現状

課題

全国平均 27.4万円（うち在宅14.3万円）

大阪府 31.9万円（うち在宅19.2万円）【47位】

大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会報告書概要
（平成28年12月16日）

全国平均 17.9%（うち要介護2以下11.7%）

大阪府 22.4% （うち要介護2以下 15.2%）【47位】
要介護認定率

被保険者一人当たり介護費

１．要介護状態に至らないための健康に資する施策等の必要性

●「一次判定」の選択項目にバラツキ
・ 「左‐下肢麻痺」有 ： 全国平均36.9% 府内最高60.4% 府内最低10.5%

● 「一次判定」⇒「二次判定」の「変更率」にバラツキ
・ 「重度変更」 28.0% ＞ 「軽度変更」 1.4% が極端な自治体など

２．要介護認定の平準化および適正化に資する取組の必要性

●わずか６年で有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は３倍超に。
・「有料・サ高住」 59,215戸 ＞ 「特養など介護３施設」 53,166床

●区分支給限度基準額に対し、住宅型有料で90.7%
サ高住（指定なし）で86.0%ものサービス利用。
●要介護３以上では、特養以上に費用がかかっている。

３．高齢者の「住まい」において提供されている介護サービスの実態

●居宅サービスを主としたサービス提供。可能な限り住み慣れた居宅で
暮らし続けられるよう、適切なケアマネジメントによる、適切な介護・
医療サービスの提供が求められる。
●要介護４・５といった重度者の要因となり得る「脳血管疾患」の
再発防止など、セルフマネジメントも課題。

４．利用者本位のケアマネジメントの実現に向けた取組の必要性

●地域ケア会議等を通じた介護予防ケアマネジメントの強化

●新しい総合事業の着実な実施
⇒「住民主体の多様なサービス」を創出（高齢者の社会参加・介護予防）

●健康づくり・疾病対策との連携の重要性

●選択状況に特徴のある自治体、認定調査員の評価技能向上
⇒業務分析データの活用促進、視聴覚教材等を用いた研修の実施

●認定調査員による「特記事項」の記載方法や事務局運営の点検など

●高齢者住まい入居者のサービス利用の適正化にかかる検討

●集中的なケアプラン点検など適正化に向けた取組

●高齢者住まいの質向上に向けた取組の強化
「経営・組織力向上セミナー」「事例研修会」の実施等

●地域課題を踏まえた法定外研修の実施など、ケアマネジャーの
資質向上

●自立支援型ケアプランの作成支援

●医療・介護連携の質向上に向けた「退院調整ケアカンファレンス」

対応策

府・保険者・関係部局等が連携の上、来年度策定予定の第７期高齢者計画に必要な対応等を反映 38



１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病
院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化

・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）

・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

平成29年5月26日成立
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大阪府高齢者計画２０１８の概要

○ 「団塊の世代」の人口構成比が大きい大阪府⇒「都市型高齢化（＝要介護等認定者、単身高齢世帯等急増）の進展」
○ 「団塊の世代」が全て75歳以上となるのは「2025年」、「団塊ジュニア世代」が高齢者となる「2040年」に介護需要がピーク

課題：介護保険制度の財政面・人材確保の両面での持続可能性

大阪の実態に即し、2025年、2040年に向けた介護保険施策の方向性を定める「羅針盤」

【ポイント】
「目標・指標の設定」による ・「自立支援、介護予防・重度化防止、介護給付適正化の推進」

・「地域包括ケアシステムの深化・推進」

【計画における６つの基本理念】

①人権の尊重
②自立支援、介護予防・重度化防止の推進
③高齢者の自立と尊厳を支える体制の整備・施策の推進
④地域包括ケアシステムの深化・推進における協働の重要性
⑤中長期的な視点に立った施設整備と在宅サービスの在り方と円滑なサービス提供を支える
介護人材の確保の必要性

⑥災害時における福祉サービスの継続と関係機関の連携

高齢者計画2018の課題・方向性

高齢者計画２０１８とは
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（１）自立支援、介護予防・重度化防止
・保険者機能の強化に向けた支援、市町村における新しい介護予防・日常生活支援総合事業の着実な実施、地域ケ
ア会議の充実、市町村における効果的な介護予防の実施に向けた支援、健康づくりの推進

（２）介護給付等適正化（第4期大阪府介護給付適正化計画）

（３）地域包括ケアシステム構築に向けた取組み
・医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域包括支援センターの機能強化 等

（４）住民の希望、地域の実情に応じた多様な住まい、サービス基盤の整備
・高齢者向け住宅の質、量の向上、福祉のまちづくりの推進、高齢者向け施設の整備 等

（５）人材の確保及び資質の向上
・平成29年11月策定の「大阪府介護・福祉人材確保戦略」に基づく施策の推進 等

（６）介護保険事業の適切な運営

（７）地域共生社会の実現に向けて

高齢者計画2018の取組み

１．計画の位置づけ・・・「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に
基づき、老人福祉計画と介護保険事業支援計画を一体的に作成。
「府人権施策推進基本方針」、「府地域福祉支援計画」、「府障がい者計画」、「府医療計画」、「府高齢者・障がい者住宅
計画」等との整合性を図っています。

２．計画期間・・・2018（平成30）年度～2020年度までの3年間

計画の位置づけ・計画期間・他計画との関係


